
（
顧
問
及
び
客
員
調
査
自
皀

第
三
条
事
務
局
に
、
顧
問
及
び
客
員
調
査
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２
顧
問
及
び
客
員
調
査
員
は
、
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
事
務
総

長
が
委
嘱
す
る
。

３
顧
問
及
び
客
員
調
査
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

附
則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
七
年
三
月
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

衆
議
院
事
務
局
情
報
監
視
審
査
会
事
務
局
規
程
／
衆
議
院
の
事
務
局
及
び
法
制
局
の
職
員
の
定
員
に
関
す
る
規
程

衆
議
院
の
事
務
局
及
び
法
制
局
の
職
員
（
事
務
総
長
法
制
局
長
、
休
職
者
、

派
遣
国
会
職
員
、
育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
、
配
偶
者
同
行
休
業
を
し
て
い

る
職
員
及
び
非
常
勤
職
員
を
除
く
。
）
の
定
員
は
、
千
七
百
九
十
九
人
を
超
え
な

い
範
囲
内
で
、
議
長
が
、
議
院
運
営
委
員
会
に
諮
っ
て
、
こ
れ
を
定
め
る
。

附
則

１
こ
の
規
程
は
、
平
成
十
三
年
三
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
衆
議
院
事
務
局
職
員
定
員
規
程
（
昭
和
三
十
三
年
三
月
二
十
八
日
議
決
）

及
び
衆
議
院
法
制
局
職
員
定
員
規
程
（
昭
和
三
十
三
年
三
月
二
十
八
日
議
決
）

は
、
廃
止
す
る
。

附
則
（
平
成
二
十
五
年
十
一
月
八
且

こ
の
規
程
は
、
国
会
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

五
年
法
律
第
八
十
号
）
の
施
行
の
日
〔
平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日
〕
か
ら

施
行
す
る
。

○
衆
議
院
の
事
務
局
及
び
法
制
局
の
職
員
の
定
員
に

関
す
る
規
程

（
平
成
十
三
年
三
月
十
五
日
議
決
）

改
正
平
一
五
年
三
月
二
七
日
平
二
五
年
二
月
八
日

一

七


